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１ 指定都市の「平成 23年度国の施策及び予算に関する提案

（通称：白本）」について 

（１）「国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）」とは 
指定都市の「国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）」とは、大都市行政を推進

する上で、国の理解・協力を得なければならない特に重要な指定都市共通の事項について

提案書を作成し、毎年省庁の概算要求時期に合わせ、関係省庁及び政党に対し、各市  

市長及び議長による要請行動を実施するものです。 

（２）今後の予定 
～5月中旬         提案事項の調査（所管局長会議から提案事項候補を提出） 

５月下旬～     提案事項の調整 

７月中旬      提案書の確定（各市長・議長の決裁） 

７月中旬～下旬   要請活動（各市が分担し、省庁・政党へ要請） 

（３）昨年度の提案事項（参考） 
○ 税財政・大都市制度に関する提案事項： ７項目 
○ 個別行政分野に関する提案事項   ：１１項目 
 

重点提案内容 

＜参考資料１：平成 22 年度国の施策及び予算に関する提案＞ 

＜参考資料２：平成 22 年度国の施策及び予算に関する重点提案＞ 

 提案項目 提案内容 

１ 

真の地方分権の実現のため

の国・地方間の税源配分の是

正 

消費税・所得税・法人税など複数の基幹税からの税

源移譲による当面５：５の国・地方間の税源配分の

実現 

２ 
大都市特有の財政需要に対

応した都市税源の拡充強化 

都市税源である消費・流通課税及び法人所得課税等

の配分割合の拡充強化 

３ 
事務配分の特例に対応した

大都市特例税制の創設 

道府県に代わって負担している事務経費について

の税源移譲による税制措置 

４ 国庫補助負担金の改革 
地方が担うべき分野に係る国庫補助負担金の廃止

と所要額の全額税源移譲 

５ 国直轄事業負担金の廃止 
国が行うべき事業について、国直轄事業負担金（特

に維持管理費）を廃止 

６ 地方交付税の改革等 
国の歳出削減のみを目的とした根拠のない地方交

付税削減の禁止 

７ 新たな大都市制度の創設 

現行の指定都市制度の抜本的な見直しと、指定都市

への 一元的・総合的な事務配分及び自主財源の制

度的保障 

８ 

保健福祉行政の充実 

＜生活保護制度の抜本改革

＞ 

時代に即した制度とするための抜本改革と当面現

行負担率の堅持 

９ 

教育行政の充実 

＜県費負担教職員制度の見

直しにあたっての財政措置

＞ 

教職員給与費負担の移管に伴う道府県からの税源

移譲と、学級編制や教職員定数、教職員配置などの

包括的権限移譲 
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２ 指定都市の「平成22年度大都市財政の実態に即応する

財源の拡充についての要望（通称：青本）」の成果等について 
 

（１）「青本」による要望 
 

 ア 議長・市長による要望 

要 望 月 日 要   望   先 幹 事 市 

１０月１９日 総務省・財務省 札 幌 市 

  
イ 幹事市の税財政関係特別委員長による要望 

要 望 月 日 要   望   先 幹 事 市 

１０月３０日 衆・参両議院総務委員会 札 幌 市 

  
ウ 税財政関係特別委員による要望（党派別要望） 

要 望 月 日 要   望   先 担 当 市 

１１月１８日 社 会 民 主 党 新 潟 市 

１１月１８日 日 本 共 産 党 京 都 市 

１１月１９日 民 主 党 川 崎 市 

１１月２０日 自 由 民 主 党 浜 松 市 

１１月２５日 公 明 党 福 岡 市 

 

網かけ は本委員会委員による要望が行われたもの 
  
 

（２）「青本」による要望の主な成果 
 
ア 国直轄事業負担金の廃止 

 
要望内容 

国と地方の役割分担の見直しを行ったうえで、国が行うこととされた国直轄事業に

ついては、国直轄事業負担金を廃止すること。特に、維持管理費については本来の管

理者である国が全額負担すべきであり、地方負担は直ちに廃止すること。 

また、現行の国直轄事業を地方へ移譲するにあたっては、必要経費を税源移譲によ

り全額財源措置すること。 

 

 

成果 

国土交通省から「直轄事業負担金制度の廃止に向けた工程表（素案）」が

示され、「平成25年度までに現行の直轄事業負担金制度の廃止とその後のあ

り方について結論を得る」とされています。また、維持管理費については23

年度全廃に向けて、22年度には一部が廃止されました。 
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イ 地方交付税の改革等 

 
要望内容 

地方財政計画の策定の際に、地方の財政需要を適切に積み上げるとともに、地方税

などの収入を的確に見込むことで、必要な地方交付税の総額を確保すること。 

国・地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不足額の解消は、地

方交付税の法定率引上げによって対応すること。 

地方交付税の算定にあたっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させる仕組み

を構築するとともに予見可能性の確保に努めること。 

 

 

成果 

平成22年度の地方財政計画において、地方が自由に使える財源を増やすた

めに、既定の加算とは「別枠」の加算等により、地方交付税総額が1.1兆円増

額され、16.9兆円となりました。 

   
 

ウ 地方債の発行条件の改善 

 
要望内容 

政府資金について、地方債の発行条件の改善、安定的な確保並びに繰上償還に係る

特例措置の対象の拡大及び延長を図ること。 

また、地方債の償還期間については、施設の耐用年数に応じた弾力的運用を行うこ

と。 

 

 

成果 

平成19年度から21年度まで実施された、公的資金補償金免除繰上償還の措

置について、深刻な地域経済の低迷等の事態を踏まえ、22年度から３年間延

長することで、高金利の地方債の公債費負担を軽減する措置が講じられまし

た。 

 

 

 
【参考】 平成23年度「青本」による要望の予定 

 
 

    ６月下旬～７月上旬 ：大都市行財政制度特別委員会 

６月中旬～８月中旬 ：指定都市間での要望内容の調整・協議 

９月中旬      ：要望内容の決定 

９月下旬      ：大都市行財政制度特別委員会 

    10月中旬～下旬   ：幹事市議長・市長による要望 

               （要望先：内閣府、総務省、財務省、政党） 

    10月下旬      ：税財政関係特別委員長会議 

    10月下旬      ：幹事市税財政関係特別委員長による要望 

               （要望先：地元選出の国会議員、衆・参総務委員会委員） 

    11月中旬～下旬   ：税財政関係特別委員による党派別要望 

               （要望先：各政党役職者）  
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９ 県費負担教職員制度の見直しにあたっての財政措置

【指定都市の提案】

県費負担教職員制度の見直しにあたり、その所要額全額について、税源移譲による財政措置を講ずること。

学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲をすること。

義務教育に係る給与費負担は、所要額全額について安定的かつ確実な
財源措置を確保した上で、税源移譲により措置

財源措置

・教職員の任命権は指定都市にあるものの、給与
負担者でないという「ねじれ」が生じており、学
級編制や教職員定数を主体的に決定することがで
きない。

・国及び道府県から必要な財源、権限の移譲を行う
ことにより、学級編制や教職員定数、教職員配置
等に関する包括的な人事管理を行うことができる
ようになる。

現状の問題点 問題点の解決

学校の設置管理者である指定都市が、主体的に、地域の特性や保護者などの地域住民の意向を反映し、
市民ニーズに応じた教育を市民に提供することが可能となる。

（現行の道府県・指定都市の役割分担）
（あるべき役割分担）

県費負担教職員制度に関する役割分担

・学級編制の基準の設定
・教職員定数の決定
・教職員の勤務条件、分限や懲戒制度の設定
・勤務成績評価に関する計画

給与費負担

道
府
県

・教職員の任免、服務監督、研修
・教職員の給与の決定
・教職員の勤務成績の評定

指
定
都
市

・教職員の任免、服務監督、研修
・教職員の給与の決定
・教職員の勤務成績の評定

・学級編制の基準の設定
・教職員定数の決定
・教職員の勤務条件、分限や懲戒制度の設定
・勤務成績評価に関する計画

給与費負担

指定
都市

早期に移管の時期と全体像を

明確にし、準備のための十分な

移行期間を設けることが必要！
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